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令和２年度「うどん県ＳＮＳ情報発信業務」委託契約に係る企画提案 

（プロポーザル方式）による公募について（公告） 

 

次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。 

 

令和２年３月２５日 

公益社団法人 香川県観光協会会長 

 

Ⅰ 企画競争の概要 

１ 委託業務名 令和２年度 「うどん県ＳＮＳ情報発信業務」 

 

２ 委託期間   契約締結日から令和３年３月２５日（木）まで 

 

３ 契約限度額  ３,３００,０００円以内（（消費税及び地方消費税を含む）※消費税は１０％で計算すること 

 

４ 業務内容   別添  「うどん県ＳＮＳ情報発信業務」仕様書のとおり 

 

５  応募資格 

委託事業を的確に遂行するに足りる能力を有する者で、次の各号のすべてに該当するもの。ただし、宗

教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、委託事業

の対象者とはしないものとします。 

(１) 香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有する者 

(２) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者。 

(３) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者。 

(４) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律

第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、次に掲げる者は、この要件を

満たすものとします。 

① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者。 

② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者。 

（５） 香川県税等に滞納のない者 

（６） 観光プロモーションについて、業務実施に必要なノウハウや人員・体制を有するとともに、地方自治

体などから受注し、的確に履行した実績を有すること。 

 

６  応募方法 

（１） 参加申込書（様式１）及び応募資格要件に適合することを証明する書類((３)「提出物」参照、以下「参

加申込書等」という。)を下記 11「連絡・提出先」に持参又は郵送（期間内必着）により提出してくださ

い。 
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（受付期間）令和２年３月２５日（水）から令和２年４月２日（木）１５時まで（土・日曜日を除く。） 

（受付時間）８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５ （ただし、４月２日は１５：００まで） 

（２） 応募資格要件に適合した者に限り、企画書を提出することができます。 

   （３） 提出物 

      ①参加申込書（様式１） １部 

      ②地方自治体などからの受注及び実施実績書（過去３年度分）（様式４） １部 

      ③応募者の概要がわかる書類（様式任意） １部 

       ※ 会社案内、パンフレット等によることでも可 

      ④香川県税等（すべての税目）に滞納のない旨の証明書及び法人税、消費税及び地方消費税に未

納の税額のない旨の証明書 各１部 

       ※1 企画書提出期日前３ヶ月以内の日付のものに限る。（写しの場合、代表者が記名押印の上、

原本と相違ないことを証明すること。） 

       ※2 法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額のない旨の証明書は、税務署の納税証明書に

よる場合、納税証明書（その３の３「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額

のない証明書用）を提出する。 

      ⑤決算状況を明らかにする書類（直近３事業年度分） １部 

      ⑥登記事項証明書 １部 

       ※ 企画書提出期日前３ヶ月以内の日付のものに限る。（写しの場合、代表者が記名押印の上、原

本と相違ないことを証明すること。） 

 

７ 応募資格要件の確認結果の通知 

     参加申込書等を提出した者全員に対し、４月６日（月）までに応募資格の確認結果を書面で通知します。

（メールもしくは FAX にて送付します。） 

 

８ 質問の回答方法 

     本企画競争に関する質問は、質問書（様式３）により、令和２年４月２日（木）１５時までに下記 11「連絡・

提出先」へメールもしくは FAX にて提出してください。令和２年４月６日（月）までに、応募資格要件に適合

する者全員にメールもしくは FAX にて回答します。また、下記 11 の場所において閲覧に供します。 

   ※説明会は実施しません。 

 

 ９ 企画書の提出方法 

   企画書（様式任意）を下記１１「連絡・提出先」に持参又は郵送（期間内必着）により提出してください。 

（受付期間）令和２年４月７日（火）から令和２年４月１７日（金）１５時まで（土・日曜日を除く。） 

（持参の場合の受付時間）８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５ （ただし、４月１７日は１５：００まで） 

    （１） 「うどん県ＳＮＳ情報発信業務」企画書 ８部 

（社名入り１部、社名なし７部）  

    （２）「うどん県ＳＮＳ情報発信業務」見積書（様式５） ８部 
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（社名入り１部、社名なし７部）  

※ １部は代表者の職氏名を記載の上、押印し、他７部は写しでかまいません。 

      

１０ 失格事由 

提出された企画書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。 

（１）提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 

（２）提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画書が公募公告で示した要件に適合しないと

き。 

（３）提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

（４）提案の見積金額が経費の上限額を上回るとき。 

 

  １１ 連絡・提出先 

    公益社団法人 香川県観光協会 

    （香川県交流推進部観光振興課内） 増田 

    〒７６０－８５７０ 香川県高松市番町四丁目１番１０号 

    TEL ０８７－８３２－３３７９  FAX ０８７－８０６－５２１０   

 

１２ その他 

    （１）応募にあたっての必要な書類作成費は応募者の負担とし、応募書類は返却しません。また、提出され

た書類の受領後の差し替え及び再提出は認めません。なお、公益社団法人 香川県観光協会（以下

「協会」という。）が必要と認める場合は、追加資料の提出を求める場合があります。 

    （２）企画競争に応募した企業名等は、公表する場合があります。 

    （３）応募及び企画競争参加にかかる費用は、すべて応募者の負担とします。 

    （４）採用された企画提案、デザインなどの著作権は、全て協会に帰属します。 

 

Ⅱ 企画競争の条件等 

１ 企画競争の実施方法 【プロポーザル方式による】 

見積書と企画書等の受付後、下記により協会が設置する「うどん県ＳＮＳ情報発信業務」企画競争審査

会において、提出された企画書を基にプレゼンテーションを実施し、契約候補者を選定します。 

 ※企画競争審査会 令和２年４月２２日(水）を予定。時間及び場所については、４月上旬を目途に、応募資格

要件適合者に別途通知します。 

 

２ 審査基準 

審査は、下記の各項目について評価基準による５段階評価とし、審査会委員が評価した結果の合計点

を各提案者の得点とする。 

 （１）評価項目  

①実施体制  
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事業実施に必要な技術力・組織体制が整っているか。 

②スケジュール 

事業実施に適切な全体スケジュールが示されているか。 

③コンセプト     

協会の意図を理解し、説得力のある企画コンセプトとなっているか       

④取材・記事について 

(イ) 記事本数が経費に対して適切であるか。 

(ロ) テーマ設定が適切で、取り上げる観光素材が本県への観光誘客を促すものであるか。 

(ハ) フェイスブック記事が、実際に本県を訪れて、見たい、体験したいと思わせる、魅力にあふれた

内容か。 

(ニ) 本県のイメージを高め、更に観光誘客に繋がるような訴求力を高める工夫がされているか。 

     ⑤経費見積り 

       提案内容に対し、適切な経費見積りとなっているか。 

  

   （２）評価基準  

     採点の目安と評価項目ごとの評価ウエイトは以下のとおりである。 

       ＜採点の目安＞ 

      ５点 ：非常によい（効果的な）内容である 

      ４点 ：よい（効果的な）内容である 

      ３点 ：普通 

      ２点 ：劣った内容である 

      １点 ：非常に劣った内容である 

 

     ＜評価項目ごとの評価ウエイト＞ 

① ５ポイント  ② ５ポイント ③ １０ポイント ④-(イ) １５ポイント  ④-(ロ) ２０ポイント  

 ④-(ハ) ２０ポイント  ④-(ニ) ２０ポイント  ⑤ ５ポイント 

※満点１００ポイント 

 

   （３）受託者の決定 

      ①各審査員の評価点数の合計を算出し、評価点数が最も高い１者を契約候補者として選定する。ただ

し、評価点数の平均が 60 ポイント以上の場合とする。 

      ②最も評価点数が高い者が２者以上あるときは、評価項目（１）-④-ハの点数が高い者を受託者とする。

ただし、評価項目（１）-④-ハの点数が同得点の場合は、評価項目（１）-④-ロの点数が高い者を受

託者とする。評価項目（１）-④-ロが同得点の場合は、審査員の協議により優劣を決定する。 

 

３  審査結果は、全ての応募者に対して４月２４日（予定）でメール及び文書にて通知する。 
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 ４ 契約の締結 

    選定した契約候補者と協会とが協議し、それぞれの委託業務に係る仕様を確定させた上で、契約を締結

する。（香川県会計規則第１４９条を準用し、契約保証金の納付を求める場合がある。） 

仕様書の内容は、提案された内容を基本とするが、契約候補者と協会との協議により最終的に決定する。 

なお、選定した契約候補者と協会との間で行う仕様の詳細事項についての協議が整わなかった場合には、

審査結果において、その総合評価が次に高い応募者と協議を行う。 

 

 ５ 委託料の支払 

   委託料の支払時期、金額、支払方法等は契約で定める。 

 

６ 業務の適正な実施に関する事項 

（１）受託者は、受託者が行う委託業務については、一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができ

ない。ただし、業務を効果的に行う上で必要と思われる業務については、協会と協議の上、委託業務の

一部を委託することができる。 

（２）受託者が本委託業務を行うに当たって、個人情報を取り扱う場合には、香川県個人情報保護条例（平成

１６年香川県条例第５７号）等に基づき、その取り扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その

他個人情報の保護に万全を期すこと。 

（３）受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用す

ることはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

 

Ⅲ 様式等 

１ 「うどん県ＳＮＳ情報発信業務」に係る企画競争参加申込書（様式１） 

２ 「うどん県ＳＮＳ情報発信業務」に係る企画競争辞退書（様式２） 

３ 「うどん県ＳＮＳ情報発信業務」に係る企画競争質問書（様式３） 

４ 「うどん県ＳＮＳ情報発信業務」 に係る地方自治体などからの受注及び実施実績書（様式４） 

５ 「うどん県ＳＮＳ情報発信業務」に係る見積書（様式５） 

 

（参考） 

 スケジュール  

３月２５日（水）        公告開始 

４月 ２日（木） １５時   参加申込書等提出物、質問書提出の締切 

４月 ６日（月）        応募資格確認結果通知 

４月 ７日（火）        企画書受付開始 

４月１７日（金） １５時    企画書等資料提出締切 

４月２２日（水）        審査会 

４月２４日（金）        審査結果通知（予定） 

４月下旬           契約締結 


